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平成２６年６月愛荘町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

平成２６年６月１１日（水）午前９時００分開会 

日程第 １ 報告第 ３号 平成２５年度滋賀県市町土地開発公社決算報告について 

日程第 ２ 報告第 ４号 平成２５年度愛荘町繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第 ３ 報告第 ５号 平成２５年度愛荘町事故繰越計算書の報告について 

日程第 ４ 承認第 １号 愛荘町税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認

を求めることについて 

日程第 ５ 承認第 ２号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処

分につき承認を求めることについて 

日程第 ６ 議案第３３号 愛荘町職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第３４号 愛荘町あんしん子育て医療費助成条例の制定について 

日程第 ８ 議案第３５号 愛荘町税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第３６号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第３７号 愛荘町福祉医療費助成条例および愛荘町老人福祉医療費助

成条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第３８号 愛荘町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１２ 議案第３９号 損害賠償の額を定めることについて 

日程第１３ 議案第４０号 平成２６年度愛荘町一般会計補正予算（第２号）  

日程第１４ 議案第４１号 平成２６年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１５ 議案第４２号 平成２６年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１６ 議案第４３号 平成２６年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１７ 議案第４４号 平成２６年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 
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    ９番 本 田 秀 樹 君        １０番 瀧   すみ江 君 
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開会 午前９時００分 

◎開会の宣告 

○議長（吉岡ゑミ子君）  皆さん、おはようございます。早朝より大変ご苦労さまで

ございます。また、初日にあたりましては、皆さん方の一般質問大変ご苦労さまでご

ざいました。 

  ただいまの出席議員は１４名で、定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 

◎開議の宣告 

○議長（吉岡ゑミ子君）   これより本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程の報告 

○議長（吉岡ゑミ子君）   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

     

◎動議の上程、説明、採決 

○議長（吉岡ゑミ子君）  それでは議案審議に入らせていただきます。１３番、辰己

保君。 

○１３番（辰己 保君）   動議を提案します。 

○１０番（瀧 すみ江君）   賛成。 

○議長（吉岡ゑミ子君）   ただいま、辰己 保君から動議が入りました。賛成者１

名による動議でございますので、成立いたしましたので、休憩に入らせていただきま

す。 

休憩 午前９時０１分 

再開 午前９時０２分 

○議長（吉岡ゑミ子君）   休憩前に引き続き会議を開きます。賛成者１名以上あり

ますので、動議を議題といたします。動議の提案者の発言を許します。１３番、辰己 

保君。 

○１３番（辰己 保君）   １３番、辰己。動議について説明を行います。 

本日の議事日程の報告に、皆さんのお手元に配付されています日程第１ 報告第３

号の前に、議堤第１２号を議題としていただくことを提案します。 
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○議長（吉岡ゑミ子君）   ただいま動議として議提第１２号 辞職勧告決議を追

加日程として議題にすることが提案されましたが、この動議、議堤第１２号 辞職

勧告決議に対して、議事の日程に追加することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（吉岡ゑミ子君）   ただいま異議なしの声がありました。よってこの動議に

対して採決を行います。この動議に賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（吉岡ゑミ子君）   賛成多数です。よって動議 議提第１２号 辞職勧告決

議を議題として日程に追加し、ただちに議題とすることに決定しました。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前９時０２分 

再開 午前９時２４分 

○議長（吉岡ゑミ子君）   休憩前に引き続き会議を開きます。再開は４０分に再開

させていただきます。 

休憩 午前９時２４分 

再開 午前９時４５分 

○議長（吉岡ゑミ子君）   休憩前に引き続き会議を開かせていただきます。 

ただいま議提第１２号 辞職勧告決議案の動議が提出されましたが、一昨日の全員

協議会において、この件を議長預りとして決定したことにもかかわらず、今回動議が

提出されたことについて、議長の職責を皆さんはどのように思っておられるのか、納

得ができません。また、副議長の逸脱な行為を取ったことに対しても納得できません

ので、今後、私は議長として重責を務めていくことに自信がございませんので、ここ

で辞職させていただきます。よって、議長を辞職させていただきます。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前 ９時４６分 

再開 午前１１時１２分 

○議長（吉岡ゑミ子君）   休憩前に引き続き会議を開きます。再開は１３時から行

いますので、よろしくお願いいたします。 

暫時休憩します。 

休憩 午前１１時１２分 
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再開 午後 １時００分 

○議長（吉岡ゑミ子君）   休憩前に引き続き会議を開かせていただきます。 

追加日程第１、追加日程第２がお手元にあると思いますけれども、これは私の件で

ございますので、副議長とここで交代させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

〔「異議あり」の声あり〕 

○議長（吉岡ゑミ子君）   ５番、外川議員。 

○５番（外川善正君）   ５番、外川です。先ほど議長が辞職のことを発せられまし

た。私が考えるところとしましては、今日までの一連の流れの中で、まだ始まったば

かりであり、やはり、今期の議会を終えられてから判断していただきたい。とりあえ

ず、思いとどまりいただいて、このまま議長の職にとどまっていただきたいというこ

とをお願いします。以上です。 

〔「同意」の声あり〕 

○議長（吉岡ゑミ子君）   暫時休憩いたします。 

休憩 午後１時０２分 

再開 午後１時０３分 

○副議長（德田文治君）   休憩前に引き続き、先ほど外川議員から出ました吉岡ゑ

ミ子君からの辞職願、この会期中は続けてほしいというご意見がありました。 

お諮りをいたします。議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１として議題とす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし・あり」の声あり〕 

○副議長（德田文治君）   暫時休憩といたします。 

休憩 午後１時０５分 

再開 午後１時０８分 

○副議長（德田文治君）   再開をいたします。１時３０分から議員による全員協議

会を開催させていただきます。再開は終了次第させていただきます。 

暫時休憩とします。 

休憩 午後１時００分 

再開 午後４時３０分 

○副議長（德田文治君）   休憩前に引き続き会議を開きます。 
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◎延会の宣告 

○副議長（德田文治君）   お諮りをいたします。本日の会議はこれで延会したいと

思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（德田文治君）   異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会するこ

とに決定いたしました。 

再開は６月１２日、明日の午前９時から本会議を開催いたします。 

本日はこれで延会とします。大変長時間ご苦労さまでございました。 

延会 午後４時３０分 

 

 

 

 

 

 

 


